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佐賀県地域防災計画（「第１編 総則」）の修正案 新旧対照表        

頁 現行 修正案 備考 

 第１章 総則  

第５節 計画の推進 

第１章 総則  

第５節 計画の推進 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 計画の主な推移 

年度 主な内容 

（略） （略） 

令和５ 国の防災基本計画の修正（令和５年５月）を踏まえた修正、令和５年

７月九州北部豪雨災害を踏まえた修正等を、令和６年３月に行った。 

令和６ 国の防災基本計画の修正（令和６年６月）を踏まえた修正を令和７年

３月に行った。 

  （新設） 

１ 計画の主な推移 

年度 主な内容 

（略） （略） 

令和５ 国の防災基本計画の修正（令和５年５月）を踏まえた修正、令和５年

７月九州北部豪雨災害を踏まえた修正等を、令和６年３月に行った。 

令和６ 国の防災基本計画の修正（令和６年６月）を踏まえた修正を令和７年

３月に行った。 

令和７ 国の防災基本計画の修正（令和７年７月）を踏まえた修正を令和８年

３月に行った。 
 

 

 

 

 

 

 

 

今回の改正内

容の追加 

 

10 第２章 防災関係機関の責務と処理すべき事務又は業務の大綱 

第２節 処理すべき事務又は業務の大綱 

  

  各防災関係機関は、防災に関し、概ね次の事務又は業務を処理する。 

 

１ 県 

処理すべき事務又は業務 

（略） 

(新設) 

(17) ボランティア活動の環境整備、受入窓口に関すること 

(18) 自衛隊の災害派遣に関すること 

(19) 他の都道府県との相互応援に関すること 

(20) 災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）に関すること 

(21) 災害時の文教対策に関すること 

(22) 災害復旧・復興の実施に関すること 

(23) その他県の所掌事務についての防災対策に関すること 

（略） 

３ 市町（消防機関を含む） 

処理すべき事務又は業務 

（略） 

(新設) 

(20) ボランティア活動の環境整備、受入窓口に関すること 

(21) 他の市町との相互応援に関すること 

(22) 災害時の文教対策に関すること 

(23) 災害復旧・復興の実施に関すること 

(24) その他市町の所掌事務についての防災対策に関すること 

 

 各防災関係機関は、防災に関し、概ね次の事務又は業務を処理する。 

 

１ 県 

処理すべき事務又は業務 

（略） 

(17) 被災者の福祉的支援に関すること 

(18) ボランティア活動の環境整備、受入窓口に関すること 

(19) 自衛隊の災害派遣に関すること 

(20) 他の都道府県との相互応援に関すること 

(21) 災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）に関すること 

(22) 災害時の文教対策に関すること 

(23) 災害復旧・復興の実施に関すること 

(24) その他県の所掌事務についての防災対策に関すること 

（略） 

３ 市町（消防機関を含む） 

処理すべき事務又は業務 

（略） 

(20) 被災者の福祉的支援に関すること 

(21) ボランティア活動の環境整備、受入窓口に関すること 

(22) 他の市町との相互応援に関すること 

(23) 災害時の文教対策に関すること 

(24) 災害復旧・復興の実施に関すること 

(25) その他市町の所掌事務についての防災対策に関すること 

 

 

 

 

 

 

災害対策基本

法等の改正に

伴う追記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害対策基本

法等の改正に

伴う追記 
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頁 現行 修正案 備考 

４ 指定地方行政機関 

機  関  名  処理すべき事務又は業務  

（略）  （略）  

＜新設＞  ＜新設＞  

 

 

 

(2) 九州総合通信局  （略）  

(3) 福岡財務支局  

 （佐賀財務事務所）  
（略）  

(4) 九州厚生局 （略）  

(5) 佐賀労働局  （略）  

(6) 九州農政局  （略）  

(7) 九州森林管理局  

（佐賀森林管理署) 
（略）  

(8) 九州経済産業局  （略）  

(9) 九州産業保安監督  

  部  
（略）  

(10) 九州地方整備局  

（佐賀国道事務所、  

武雄河川事務所、  

筑後川河川事務  

所、唐津港湾事務  

所） 

（略）  

(11) 九州運輸局  

（佐賀運輸支局、  

佐賀運輸支局唐津  

庁舎）  

（略）  

(12) 大阪航空局  

（福岡空港事務 

所、佐賀空港出 

張所） 

（略）  

(13) 国土地理院九州  

地方測量部  
（略）  

(14) 福岡管区気象台  

（佐賀地方気象台）  
（略）  

(15) 第七管区海上保安  

本部 

（唐津海上保安部、  

三池海上保安部）  

（略）  

４ 指定地方行政機関 

機  関  名  処理すべき事務又は業務  

（略）  （略）  

(2) 九州管区行政評価

局（佐賀行政監視

行政相談センタ

ー） 

ア  被災者への生活支援情報の提供  

イ  専用電話を備えた相談窓口の開設  

ウ  特別行政相談所の開設  

(3) 九州総合通信局  （略）  

(4) 福岡財務支局  

 （佐賀財務事務所）  
（略）  

(5) 九州厚生局 （略）  

(6) 佐賀労働局  （略）  

(7) 九州農政局  （略）  

(8) 九州森林管理局  

（佐賀森林管理署) 
（略）  

(9) 九州経済産業局  （略）  

(10) 九州産業保安監督  

  部  
（略）  

(11) 九州地方整備局  

（佐賀国道事務所、  

武雄河川事務所、  

筑後川河川事務  

所、唐津港湾事務  

所） 

（略）  

(12) 九州運輸局  

（佐賀運輸支局、  

佐賀運輸支局唐津  

庁舎）  

（略）  

(13) 大阪航空局  

（福岡空港事務 

所、佐賀空港出 

張所） 

（略）  

(14) 国土地理院九州  

地方測量部  
（略）  

(15) 福岡管区気象台  

（佐賀地方気象台）  
（略）  

(16) 第七管区海上保安  

本部 

（唐津海上保安部、  

三池海上保安部）  

（略）  

 

 

 

指定地方行政

機関の追加指

定 
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頁 現行 修正案 備考 

(16) 九州地方環境事務 

 所 
（略）  

(17) 九州防衛局  （略）  
 

(17) 九州地方環境事務 

 所 
（略）  

(18) 九州防衛局  （略）  
 

 第３章 佐賀県の概況  

第１節 自然的環境 

第１項 自然的条件 
 

第３章 佐賀県の概況  

第１節 自然的環境 

第１項 自然的条件 
 

 

20 １ 位置・面積 

  （略） 

総 面 積  2,440.64 ㎢ 令和６年７月１日現在 

市部計 ※ 1,997.78  郡部計 ※ 442.86 ㎢ 

佐賀市 ※ 431.82  吉野ヶ里町  43.99  

唐津市  487.60  基山町  22.15  

鳥栖市  71.72  上峰町 ※ 12.80  

多久市  96.56  みやき町 ※ 51.92  

伊万里市  255.24  玄海町  35.92  

武雄市  195.40  有田町  65.85  

鹿島市  112.12  大町町  11.50  

小城市  95.81  江北町  24.88  

嬉野市  126.41  白石町  99.56  

神埼市 ※ 125.13  太良町  74.30  

※出典：国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」 

※印は市町間の境界未定のため参考値。 

１ 位置・面積 

  （略） 

総 面 積  2,440.64 ㎢ 令和７年１０月１日現在 

市部計 ※ 1,997.78  郡部計 ※ 442.86 ㎢ 

佐賀市 ※ 431.81  吉野ヶ里町  43.99  

唐津市  487.58  基山町  22.15  

鳥栖市  71.72  上峰町 ※ 12.80  

多久市  96.56  みやき町 ※ 51.92  

伊万里市  255.24  玄海町  35.92  

武雄市  195.40  有田町  65.85  

鹿島市  112.12  大町町  11.50  

小城市  95.81  江北町  24.88  

嬉野市  126.41  白石町  99.56  

神埼市 ※ 125.13  太良町  74.30  

※出典：国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」 

※印は市町間の境界未定のため参考値。 

 

 

時点修正 

統計情報に基

づく修正 

      


